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（３）人口と世帯

安中市の人口は、平成 17 年国勢調査で 63,179 人となっています。平成７年から

横ばいで推移していましたが、近年やや減少しています。 

これを年齢三区分別にみると、平成 7 年から 17 年にかけ、年少人口と生産年齢人

口の割合が減少している一方で、老年人口は平成 17 年には 24.6％に達しており、高

齢化が進んでいます。 

また世帯数は、平成 17 年は、21,907 戸となっており、緩やかに増加しています

が、これを世帯当たりの人口でみると、平成７年の 3.21 人から平成 17 年には 2.88

人へと減少しています。 

図表：総人口の推移             図表：世帯数・世帯あたり人口の推移

図表：年齢三区分別人口割合の推移

                                   （各年国勢調査）
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（４）交通 

鉄道としては、ＪＲ北陸（長野）新幹線、ＪＲ信越本線の２路線があり、ＪＲ北陸（長

野）新幹線の安中榛名駅、ＪＲ信越本線の安中駅・磯部駅・松井田駅・西松井田駅・横

川駅の５駅があります。 

このほか公共交通として、乗合バス６路線、乗合タクシー２路線が運行しています。 

また、道路としては、東西に上信越自動車道と国道 18 号が通り、上信越自動車道の

碓氷軽井沢、松井田妙義の２つのインターチェンジがあります。 

 

 

 

（５）産業

 産業別就業人口割合の推移をみると、平成 17 年の就業者総数 30,606 人のうち、

第１次産業が 7.9％、第２次産業が 34.4％、第３次産業が 57.7％となっています。 

産業別人口数は、平成７年以降、第１次産業、第２次産業ともに減少している一方で、

第３次産業の就業者の比重が高まっています。 

図表：産業別就業人口割合の推移

                                 （各年国勢調査）

単位：人・％

就業者総数

平成７年 32,750 3,486 (10.6) 13,099 (40.0) 16,165 (49.4)

12年 31,912 2,607 (8.2) 12,294 (38.5) 17,011 (53.3)

17年 30,606 2,417 (7.9) 10,531 (34.4) 17,658 (57.7)

査調勢国：料資)く除を業産の能不類分：注(
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第４章  安中市の将来フレーム

１．想定人口

（１）将来人口の想定 

  平成 12 年、17 年の国勢調査の人口をベースに推計し、平成 29 年の新市の将来

人口を 61,000 人と想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世帯数の想定

  世帯数は、増加が続いており、平成 20 年以降も核家族化の進行などによって増え

ることが予想されます。平成 29 年には 23,000 世帯、平均世帯人員 2.65 と想定

します。 

平成 29 年想定人口；61,000 人 
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安中市総合計画の体系

基本目標

１．うるおいに包まれ

健康で、安全・安心に

暮らせる

基本構想

まちづくりの理念 基本政策

１ 自然の適切な利用

２ 都市基盤の整備

土地利用

施策の体系

水利用

道路整備

市街地整備

公共交通整備

住宅対策

基本計画
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自然と共生する
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４ 安全な市民生活の確保
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３．生涯を通じて生きがいを
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やすらぎのまち

将来像

７ 生涯を通じての学習の推進

８ ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの振興

10 交流の推進

９ 芸術・文化の振興

11 農林水産業の振興

12 商工業の振興

生涯学習の基盤整備

幼児教育の充実

社会教育の推進

学校教育の充実

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの振興

芸術文化の振興 文化財保護

都市・国際交流
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内水面漁業

林業

商業 工業

４．にぎわいと活力のある

まちづくり

５．効率的な行財政運営と

市民との協働による

まちづくり

やすらぎのまち 12 商工業の振興

14 新産業の創出
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17 市民参加の推進
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２．文化財保護

 

 

 

○文化遺産は、長い歴史のなかで生まれ、守り伝えられてきた貴重な財産であり、この地域

の歴史文化を正しく理解するため欠かせないものです。地域に伝わる文化財の価値を再認

識し、保存・継承へ向けた取り組みが重要です。 

○本市の指定文化財は、国指定４件、県指定 21 件、市指定 72 件、登録文化財４件、合計

101 件（平成 20 年１月１日現在）の多数に上ります。これらの多様な指定文化財を保護

管理し、さらに未指定の文化財のなかから市の歴史を知るうえで重要なものは、市民の理

解と協力を得て指定、保存を考える必要があります。 

○横川・坂本地区に所在する国指定の重要文化財「碓氷峠鉄道施設」は、多くの煉瓦構造物

と広大な敷地を持ち、世界遺産暫定一覧表に記載されています。また、横川に県指定史跡

「碓氷関所跡」があることによって、異なる時代を代表する交通遺産が重層的に存在する

特異な地域として、学術、観光両面で全国から注目されています。したがってこれらの文

化財は、まちづくりの根幹にかかわる重要施設であり、追加指定を含め、その保存活用方

法を十分に検討・研究する必要があります。 

○無形文化財には、国指定の中宿糸操燈籠人形、市指定の八城の人形浄瑠璃、咲前神社太々

神楽のほか多くの獅子舞や神楽、八木節などの伝統芸能がありますが、構成員の減少、後

継者不足などにより保存・継承の危機にあるものが多い状況です。後継者育成支援、記録

保存、団体育成などの対策が必要です。 

○埋蔵文化財は、市内に広く分布しますが、地域の歴史と文化に根ざした貴重な遺産である

ことから、開発事業との調整を図りながら発掘調査を行い、記録保存あるいは、現状保存

の措置を図る必要があります。また、発掘調査の進展に伴い膨大な遺物が出土しています

が、これらの保管場所の確保と活用が今後の課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況と課題 

図表　指定文化財件数
単位：件

区分 指定種別 総数
有形文
化財

無形文
化財

民俗文
化財・民
俗芸能

史跡・名
勝・天然
記念物

主な文化財の名称
および所有（管理）者

指定 国指定文化財 4 1 0 1 2

「碓氷峠鉄道施設」（安中市）「安
中中宿の燈籠人形」（中宿糸操
燈籠人形保存会）「妙義山」（国
ほか）「安中原市の杉並木」（安
中土木事務所）

県指定文化財 21 12 0 0 9
「栄朝禅師木像」（蓮華寺）「碓氷
関所跡」（安中市）

市指定文化財 72 37 2 0 33
「安中宿本陣古文書」（安中市）
「新島襄旧宅」（安中市）

登録 登録有形文化財 4 4 0 0 0
「日本基督教団安中教会教会
堂」（日本基督教団安中教会牧
師）

資料：学習の森文化財係（平成20年1月1日現在）
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２．林業

 

 

 

○本市の林業は、経営面積が５ha 未満の零細経営が大部分であるため、産業としての発展性

は低くなっていますが、森林は、治山、治水、自然環境の保全などの公益的機能において

大変重要な役割を担っています。

○近年は林業の担い手不足や高齢化による労働力の不足から、荒廃林地が増加してきている

うえ、国産の木材需要の減少や輸入木材の増加などから価格が低迷し、林業経営者の意欲

は減退しています。

○森林の持つ自然環境上の重要な役割である、水源涵養などの保全機能を向上させるととも

に、森林を有効かつ効率的に活用するための施策の推進が急務となっています。

また、山村地域や林業活性化を図るために、最も重要な基盤である林道の整備が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況と課題 

施策の体系 

林業

１．森林の保全

２．林道の整備

図表　現況森林面積
単位：hａ

平成２年 12年 17年

16,903 16,580 16,496

資料：世界農林業センサス・農林業センサス
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第２節 市民参加の推進 

１．市民参加の推進 

 

 

 

○合併後間もない本市の新しいまちづくりを進めるためには、市民の多様なニーズを的確に

把握しながら、地域の実情に合わせた施策・事業を行政と市民の協働※により決定し、実施

していくことが重要です。 

○そのため、市民参画・協働の市政運営を推進し、市民が自ら地域づくり、まちづくりを担

う市民自治へと発展させていくように、市民が市政に幅広く参画できる仕組みを構築して

いく必要があります。 

○本市では、これまで、市政情報を市民に提供するために、広報紙やホームページなどによ

る広報活動を進めており、また、市政に市民の声を反映するため、市長対話の日、市民の

声、各種審議会などさまざまな機会を設けてきました。 

○今後は、市政情報の提供手段をさらに多様化・充実するなど積極的な情報公開を進めてい

くとともに、市の施策・事業などの目的や必要性、効果などについてきめ細かく説明して

いくことが求められています。また、市民からのさまざまな提案や意見などを反映してい

く取り組みなどによって、行政への市民参加を積極的に推進していくことが必要です。 

○近年、ＮＰＯ※やボランティア※団体が、新たな地域活動の担い手として必要とされ増加が

期待されています。こうした市民による活動の促進を図るため、ＮＰＯ法人およびボラン

ティア団体の関係者間のネットワークづくりが必要になります。また、人材の育成や確保、

資金面での活動支援が必要です。 

 

 

図表 まちづくりへの関心の有無 

 

 

 

 

 

 

 

資料：安中市総合計画策定のための市民アンケート調査の結果 

 

 

 

現況と課題 
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